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安
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三

衆

議
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
上
西
小
百
合
君
提
出
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
の
自
衛
隊
部
隊
の
撤
収
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
上
西
小
百
合
君
提
出
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
の
自
衛
隊
部
隊
の
撤
収
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
七
年
度
及
び
平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
自
衛
官
の
自
殺
者
数
は
、
六
十
五
人
及
び
五
十
七
人
で
あ
る
が
、
お

尋
ね
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
度
の
自
衛
官
の
応
募
者
数
及
び
採
用
者
数
に
つ
い
て
、
防
衛
省
に
お
い
て
平
成
二
十
九
年
六
月
十
六
日
時

点
で
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
一
般
曹
候
補
生
に
つ
い
て
は
二
万
四
千
三
百
十
二
人
及
び
五
千
十
一
人
、
自
衛
官
候
補

生
に
つ
い
て
は
二
万
九
千
六
十
七
人
及
び
七
千
六
百
十
人
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
際
連
合
の
公
表
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
九
年
一
月
以
降
、
撤
収
し
た
国
又
は
撤
収
を
表
明
し
た
国
は
な
い
と
承
知
し
て

い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
撤
収
に
対
す
る
見
返
り
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
尋
ね
の
イ
エ
メ
ン
共
和

一



国
、
エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
、
ケ
ニ
ア
共
和
国
、
ソ
マ
リ
ア
連
邦
共
和
国
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
共
和
国
及
び
南
ス

ー
ダ
ン
共
和
国
に
お
け
る
飢
き
ん
対
策
の
た
め
の
「
緊
急
無
償
資
金
協
力
」
は
、
こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
避
難
生
活
を
送
っ

て
い
る
難
民
、
国
内
避
難
民
を
含
む
飢
き
ん
の
影
響
を
受
け
て
い
る
人
々
に
対
し
、
食
料
、
栄
養
、
保
健
及
び
水
・
衛
生
分

野
の
支
援
を
早
急
に
実
施
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
平
成
二
十
九
年
三
月
十
四
日
に
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

南
ス
ー
ダ
ン
国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る

法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
検
討
中
で
あ
る
。

二


